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検
事
総
長
に
任
命
す
る

■
日
日
■
■
日
日
日
日
日
日
日
日
Ⅱ

林
国
務
大
臣

蓼
中

川

国
務
大
臣
ｊ
多
俸
』

鈴
木
国
務
大
臣

…
廟
鰯
雲
爾
鐙
⑮

壜
〃

内
閣
総
理
大
臣

耀
蝋

亀
‐
糸
加
ゞ
星
索
肩
薩
童
・
務
筐
迩
福
＃
暑
畜
璽

麻
生
国
務
大
臣

野
田
国
務
大
臣

ゞ
・
ゞ
務
奎
響

上
川
国
務
大
臣

血
ゞ
・
務
奎

河
野
国
務
大
臣
石
井
国
務
大
臣

石
井
国
務
大
臣
ゐ

上
川
国
務
大
臣
忽
輌
唾
些

齋
藤
国
務
大
臣

世
耕
国
務
大
臣

梶
山
凰
務
大
臣
垂

浅

野
田
国
務
大
臣

１
通

小
野
寺
国
務
大
臣

癒

小
此
木
国
務
大
臣

河
野
国
務
大
臣

加
藤
国
務
大
臣
一
垂
唾
幽

内
閣
人
第
九
四
号

起案

平
成
一
台
年
仁
月
九
日

裁
可

平
成
年
月
日

平
成
年
月
日

上
奏

一

成
年
月
日
握
仙
三
丁

半
ｈ
リ
〃
グ
ー

平
成
年
月
日

平
成
三
①
年
七
月
一
⑥
日
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（
以
上
七
月
二
十
五
日
予
定
）

検
事
総
長
西
川
克
行

｜

’

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

検
事
長
に
任
命
す
る
、

検
事
大
谷
晃
大

－ 1

1

次
長
検
事
八

木
宏
幸

口

次
長
検
事

に
任
命
す
る

１
１
１

検
事
長
堺
徹

Ｉ



法務省人検第165号

平成30年7月6日

内閣総理大臣殿

法務大

下記のとおり人事異動を実施したいので， 閣議の上，発令方願います。

なお，本件は，検事総長西川克行の退官に伴い， その後任に東京高等検察庁

検事長稲田伸夫を，その後任に次長検事八木宏幸を，その後任に仙台高等検察

庁検事長堺徹を， その後任に横浜地方検察庁検事正大谷晃大をそれぞれ充てよ

うとするものであります。

記

東京高等検察庁検事長 検 事 長 稲田伸夫

検事総長に任命する

仙台高等検察庁検事長 検 事 長 堺 徹

次長検事に任命する

次長検事 八木宏幸

横浜地方検察庁検事正 検 事 大谷晃大

検事長に任命する

検事総長 西川克行

願に依り本官を免ずる

（平成30年7月25日付け）

己

| 法務省_’



1 丁 法 務 省

平
成

出
生
地

現
住
所

本
籍年一

ハ
ー
ニ

一
ハ
ー

六

○
五
八 垂| 〃

五
六

五
四ｌ″

需
一

一

一

四

一

月四 七三
一
一
一 三

一
一
一 四 四 三 ○〃

一

一

八

一

一

君

一

一

五

一

一

五 日三 七
一
ハ 七

一

ー

水
戸
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

ロ
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る口
法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

松
山
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

事

出
生
年
月
日

旧
氏
名

氏
項

名

稲窪昭
和
三
一
年
八
月
一
四
日

田だ

庁

伸窒〃 l 〃 l 〃

夫お
名
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法 務 省

一

七

－－

五 〃

一

四

‐ ｰ全

三 〃

二

○ 九 II
平
成
六

｜

年’

口

－ 一 〃 八

一
一
一 〃 七 九 四

月 1

1

1

一
一 一
ハ 〃

一

毛 〃

一

七

ユ

七 一一一画
日

法
務
省
大
臣
官
房
人
事
課
長
に
充
て
る

法
務
省
刑
事
局
総
務
課
長
に
充
て
る

除
す
る

内
閣
法
制
局
参
事
官
（
第
一
部
司
法
制
度
改
革
法
制
室
、
第
二
部
）
の
併
任
を
解

法
務
省
刑
事
局
公
安
課
長
に
充
て
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

寺

､

第
一
部
司
法
制
度
改
革
法
制
室
に
併
任
す
る

内
閣
法
制
局
参
事
官
（
第
二
部
）
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

西
条
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

西
条
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

西
条
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

松
山
地
方
検
察
庁
西
条
支
部
長
を
命
ず
る

松
山
地
方
検
察
庁
西
条
支
部
勤
務
を
命
ず
る

事
項

法
務
省

内
閣
法
制
局

法
務
省

〃

内
閣
法
制
局

〃 〃 〃

法
務
省

庁
名

2丁
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州

省務法
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法 務 省

一

一

九 〃

一
一

八

一

一
一
ハ 〃

一
一

一
一
一 〃

一

a

○ II
平
成
一
九

年

九 〃 九 一

〃 八

一

○ 4■■ ■I■b■
一

○
月

七 〃 五 九

一

一
一
ハ

一
一

－

七 ■一一ハ －
日

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
補
す
る

倫
理
監
督
官
を
免
ず
る

仙
台
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
補
す
る

検
事
長
に
任
命
す
る

倫
理
監
督
官
を
命
ず
る

法
務
事
務
次
官
に
任
命
す
る

法
務
省
大
臣
官
房
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

か
ね
て
法
務
省
大
臣
官
房
長
に
充
て
る

法
務
省
刑
事
局
長
に
充
て
る

法
務
省
大
臣
官
房
長
に
充
て
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
省
人
事
管
理
官
を
免
ず
る

山
形
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

法
務
省
人
事
管
理
官
を
命
ず
る

法
務
省
大
臣
官
房
人
事
課
長
に
充
て
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
省
人
事
管
理
官
を
命
ず
る

■
●
？
■

事
項

〃

法
務
省

内
閣

〃 ﾉノ 〃 〃 〃

3丁



出
生
地五

六

現
住
所六

○

平
成
元

月

日

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

口
東
京
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

検
事
二
級
（
札
幌
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

札
幌
地
方
検
察
庁
室
蘭
支
部
勤
務
を
命
ず
る

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

大
津
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る口
人
事
院
事
務
官
に
併
任
す
る

口
併
任
の
期
間
は
平
成
四
年
三
月
一
八
日
ま
で
と
す
る口
併
任
の
期
間
中
、
平
成
三
年
度
派
遣
行
政
官
短
期
在
外
研
究
員
と
し
て
所
定
の
調
査

口
研
究
を
行
う
こ
と
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

事

出
生
年
月
日

氏|日

項

氏
名 名

さ
か
い

昭
和
三
三
年
七
月
一
七
日

堺

法
務
省

最
高
裁
判
所

司
法
試
験
管
理
委
員
会

庁

と
お
る

徹

名



法 務 省

二

○

一

九

今

八 〃

一

七

一
一
一I －－ －･一

○ 八

平
成
七

年

九 四 四 四 一 四 四 四 四
月

一 一 一 ユ

一
一

一 － 一 一一 一
日

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

大
阪
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

旭
川
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

旭
川
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

旭
川
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

'

旭
川
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

旭
川
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

ｄ
■

東
京
地
方
検
察
庁
八
王
子
支
部
勤
務
を
免
ず
る

法
務
事
務
官
（
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
八
王
子
支
部
勤
務
を
命
ず
る

法
務
事
務
官
（
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
付
）
に
併
任
す
る

事

項

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

法
務
省

庁
名

2丁



■■■■■■■■■■■■■■

法 務 省

〃

－

二

九

一二

八

▲

一
一
ハ

一

全

五

ーママロマママロ 口 早 で 画官

一三

四 I 〃

平
成
一
三

年

〃 九 九 七 七 七 七 一
月

〃 七 五

一

八 五

一
一
一 五

一

八
日

仙
台
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
補
す
る

検
事
長
に
任
命
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

福
島
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
公
安
部
長
を
免
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
特
別
捜
査
部
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
交
通
部
長
を
免
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
公
安
部
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
交
通
部
長
を
命
ず
る

事
項

法
務
省

内
閣

〃 〃
e

〃 ﾉノ 〃 〃

法
務
省

庁
名

3丁



1 丁 法 務 省

平
成

現
住
所ｌ

出
生
地

本
籍年｛

ハ
ー
ニ

一
ハ
ー 美|垂

五
六

五
四
千F

二
｛
ハ
一
一
一 〃 〃
一

－

月四 四
一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一 三 四四 ○二〃

一

一

八

一

一

八

一

一

五

一
一
一
ハ

一

一

再 日七
｛
ハ 七

－ 一

一

神
戸
地
方
検
察
庁
尼
崎
支
部
勤
務
を
命
ず
る

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
るロ
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

事

出
生
年
月
日

旧
氏
名

氏

名

項

昭
和
三
一
年
六
月
九
日

八や

木ぎ

庁

ひ
ろ
あ
き

宏
幸

〃 I 〃 ｜ 〃

名



F~司 ’法 務 省
■■■■■■

酉
再
ｆ
１
Ｐ
配
９
６

年
二

四

一
一
一
一
一

一
一
一

一

七

一

四

一
一
一
一九 九〃

月
七 七 七 四八 四 四

一

四

一
一
ハ七

日一し
U

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

福
井
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
総
務
部
長
を
免
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
特
別
捜
査
部
長
を
命
ず
る

最
高
検
察
庁
公
安
部
長
を
命
ず
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
八
王
子
支
部
勤
務
を
命
ず
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
総
務
部
長
を
命
ず
る

法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
教
官
）
の
併
任
を
解
除
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
八
王
子
支
部
勤
務
を
命
ず
る

法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
教
官
）
に
併
任
す
る

法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
教
官
）
に
併
任
す
る

事

項

可

法
務
省

木
庁

『『

ノノ ″〃 〃 ﾉノ 〃 〃 〃 〃

宏

名 圭
一t一
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法 務 省 ’

一
一

八

一全

一

一七

平
成
一

一
一
ハ

年

九

一
一
一

－
月

五

一

○ 九
日

次
長
検
事
に
任
命
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
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略 歴

氏名（ふりがな）西川克行（にしかわかつゆき）

性別 男

生年月日昭和29年2月20日

学歴
東京大学法学部卒業（昭和52年3月）

司法修習終了（昭和54年4月）
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